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第４章　マタニティ・ハラスメント

■本文14Q　A-OTF リュウミン Pro6N _R-KL　行送り23H　32w×30L

第５　マタハラに関する相談対応の留意点

１ 労働者側の相談対応
（1）救済手段
　不利益取扱型のマタハラ被害を受けた労働者側の法的救済手段として
は、解雇や降格等の不利益取扱いを受ける前の労働契約上の権利を有す
る地位の確認請求が基本となる。降格に伴って賃下げ、昇給制限等の賃
金上の不利益が生じることも多く、その場合には差額分の賃金支払請求
や損害賠償請求も重ねて行うことになる。なお、不当解雇事案の場合、
仮に解雇されなければ産前産後休業や育児休業の取得が見込まれた期間
については就労の意思能力を欠くものとして、賃金請求が認められない
と思われる（医療法人社団充友会事件／東京地判平成29・12・22労判
1188号56頁〔29047621〕）。
　そのほか、不利益取扱型のマタハラの場合、使用者に対する慰謝料請
求も考えられる。一般的な不当解雇の事件では賃金請求が認められるこ
とにより損害回復がなされたとして、慰謝料請求までは認められないこ
とが多いが、雇用機会均等法や育児介護休業法の不利益取扱禁止に違反
する場合、経緯に鑑みると精神的苦痛の程度が大きいとして別に慰謝料
請求を認容した裁判例がある（シュプリンガー・ジャパン事件／東京地
判平成29・７・３労判1178号70頁〔28254891〕）。
　他方、嫌がらせ型のマタハラの場合は、不法行為に基づく慰謝料請求
が基本的な法的救済手段になる。マタハラ言動をした上司や同僚等の加
害者個人に対する請求と、その使用者に対する使用者責任や職場環境配
慮義務違反に基づく請求が考えられるのは、パワハラやセクハラの場合
と同じである。
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（2）弁護士による聴取等のポイント
（ア）不利益取扱型のマタハラの場合
　不利益取扱型の事案において、弁護士が被害者から聴取すべき事実
として、前記の広島中央保健生協事件や行政解釈の判断枠組を前提に
すると、妊娠を「契機として」といえる時期的近接性に関する事実関
係がポイントとなる。最終的な不利益取扱いが行われた時期だけでな
く、それに至るまでの経緯をなるべく詳細に把握すべきである。
　また、使用者側の反論として、不利益取扱いが妊娠を「理由として」
いないとの主張が予想される。したがって、使用者側が主張する建前
上の処分理由に関する事情を聴取しておくことも必要となるが、この
点は通常の解雇権濫用に関する事案と同じと思われる。
　被害者が不利益取扱いについて形式的には同意してしまった場合で
あっても、広島中央保健生協事件の判例の枠組に従えば、自由な意思
に基づく同意であると認められる合理的な理由が客観的に認められな
い限りは、不利益取扱いの有効性を争うことが可能である。例えば、
不利益の程度について使用者側から十分な説明があったのかなどの事
情を確認して、救済の余地を検討すべきであろう。
（イ）嫌がらせ型の場合
　嫌がらせ型のマタハラの場合、１回の発言では直ちに違法といえな
い言動が反復継続されて就業上で支障が生じてハラスメント該当性が
高まることがあり、また、表面的には業務上の指導に見えても発言者
の立場やタイミング等によっては制度利用を妨げる嫌がらせと評価す
べきときなどがあることから、被害者本人等から発言の状況や発言者
の地位、被害者の拒絶対応の有無、当該言動の業務上の必要性の有無
などを詳細に聴取する必要がある。
　また、パワハラやセクハラと同様、ハラスメント言動そのものの存
在や内容等の立証が訴訟では大きな争点となる可能性が高いと思われ
るので、被害者本人の供述を裏付ける客観的な証拠をどのように確保
するかがポイントとなる。ハラスメント言動の録音や録画、同僚等の
証言などによる直接的な立証のほか、被害者供述を裏付ける日記や第
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事件名 裁判所・
判決年月日 出典 判例ID ハラスメントの

認定

前田道路事件
第一審判決

松山地判
H20.7.1

労判
968号37頁

28141919 ○

判決理由
Y社のA営業所長は、その就任直後から、業績に関する虚偽報告を行っていたが、
その一部がB部長の知るところとなり、繰り返し、架空出来高を解消するため
の目標値の設定などを求められるようになった。B部長は、毎朝、工事日報を
報告させて、明らかに落ち込んだ様子を見せるに至るまで叱責したり、業績検
討会の際に「会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽に
ならない」旨の発言をして叱責したりした。これらの叱責の中には、社会通念
上許される業務上の注意の範囲を超えるものがあったことや、実際には、いま
だ発覚していないさらに大きな不正経理が存在していたため、B部長は、結果
的には効果的でない指導を行っていたものと認められ、A営業所長の自殺との
間に相当因果関係が認められるとして、相続人Ｘの請求を認容した。

１ 行為者・被行為者の地位 行為者:部長／被行為者:営業所長
２ 行為態様 過大な業務
３ 継続期間・頻度 １年５か月
４ 目的・動機 不正経理の是正指導
５ 結果の種類・程度 自殺

2

事件名 裁判所・
判決年月日 出典 判例ID ハラスメントの

認定

前田道路事件
控訴審判決

高松高判
H21.4.23

労判
990号134頁

28152296 ╳

判決理由
B部長は、A営業所長に対して、毎朝工事日報を報告させ、Ａが落ち込んだ様
子を見せるほどの強い叱責をしたことがあったことが認められるが、Ａは、営
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第５　裁判例

■裁判例基本本文12Q　A-OTF ゴシックMB Pro6N _L-KL　行送り18H

裁判例第 5
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